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規 則

高知県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成26年 5月21日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第64号

高知県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則

高知県港湾施設管理条例施行規則（昭和29年高知県規則第51

号）の一部を次のように改正する。

別表第 2の表中「別図 2の 5」を「別図19」に、「別図 3から

別図 3の 6まで」を「別図20から別図23まで」に、「別図 4」を

「別図24及び別図25」に、「別図 5 」を「別図26及び別図27」

に、「別図 6」を「別図28及び別図29」に、「別図 7及び別図 7

の 2」を「別図30及び別図31」に、「別図 8及び別図 8の 2」を

「別図32から別図34まで」に、「別図 9から別図 9の 4まで」を

「別図35から別図37まで」に、「別図10」を「別図38及び別図

39」に、「別図11」を「別図40及び別図41」に、「別図12」を

「別図42及び別図43」に、「別図13及び別図13の 2 」を「別図44

及び別図45」に、「別図14及び別図14の 2 」を「別図46及び別図

47」に、「別図15」を「別図48及び別図49」に、「別図16及び別

図16の 2 」を「別図50及び別図51」に、「別図16の 3 」を「別図

52及び別図53」に、「別図17」を「別図54及び別図55」に、

宿毛湾港

宿毛湾港

三崎港

〃

〃

〃

「

に改め、同表の別図を次のように改める。

「

を

」

」

別図18から別図19の4までのと

おり

別図56から別図62までのとおり

別図63のとおり
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附　則

この規則は、公布の日から施行する。
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高知県告示第332号

昭和38年 1 月高知県告示第16号（港湾法による水域施設の公

示）は、廃止する。

平成26年 5月21日

高知県知事　尾﨑　正直
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